




- 2 - 

 

 



 

- 3 - 
 

  

  

 

 



( )

- 4 -



- 5 - 

 
 

 
 

 
 

 
 



- 6 - 

 
 

 



- 7 - 

 

 
 

 

  



- 8 -



- 9 -



- 10 -



特例の対象となる資産 適用期間 特例率 添　付　書　類　等

取得後５年度分 1/3

その後５年度分 2/3

農業協同組合等共同利用機械 取得後３年度分 1/2 行政機関からの補助金額等が証明できるもの

内航船舶 期限なし 1/2 船舶検査証・船籍票・登録票の写し等

第１号 公共の危害防止施設等（水質汚濁防止） ※1/2

第２号 〃 （ごみ処理施設） 1/2

第３号 〃 （一般廃棄物最終処分場） 2/3

第４号 〃 （産業廃棄物処理施設） 1/3

第５号 〃 （下水道法による除害施設） ※4/5

低公害車燃料等供給施設（水素充填設備） 取得後３年度分
(R9.3.31までに取得したもの)

5/6 設置補助額等で証明できるもの

再生可能エネルギー事業者支援事業費交付決定等を受け
て取得した太陽光（1,000kw未満）（認定発電設備を除
く）発電設備

※2/3
再生可能エネルギー事業者支援事業費交付決定通
知書の写し等

風力（20kw以上）、R2.3.31までに取得した水力
（5,000kw以上）、地熱（1,000kw未満）、第2号該当を除
くバイオマス（10,000kw以上20,000kw未満）発電設備

※2/3 再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し等

第２号
R6.4.1以降に取得した木竹に由来するもの又は農産物の
収穫に伴って生じるバイオマス（10,000kw以上20,000kw
未満）発電設備

※6/7 再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し等

第３号
太陽光（1,000kw以上）（認定発電設備を除く）、
風力（20kw未満）、R2.4.1以降に取得した水力（5,000kw
以上）発電設備

※3/4 再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し等

第４号
水力（5,000kw未満）、地熱（1,000kw以上）、
バイオマス（10,000kw未満）発電設備

※1/2 再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し等

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って新規取
得した先端設備等（1.5%以上の賃上げ表明があるもの） 取得後３年度分

（R7.4.1からR9.3.31までに
取得したもの）

1/2

中小事業者等が認定先端設備等導入計画にしたがって新
規取得した先端設備等（3%以上の賃上げ表明があるも
の）

取得後５年度分
（R7.4.1からR9.3.31までに

取得したもの）
1/4

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って新規取
得した先端設備等

取得後３年度分
（R5.4.1からR7.3.31までに取得

したもの）
1/2

中小事業者等が雇用者給与支給額増加等事項記載の認定
先端設備等導入計画に従って取得した設備等

取得後５年度分
（R5.4.1からR6.3.31までに取得

したもの）

取得後４年度分
（R6.4.1からR7.3.31までに取得

したもの）

1/3

旧
附
則

第
６
４
条

中小事業者等が新規取得した先端設備等 取得後３年度分
（R5.3.31までに取得したもの）

※0

先端設備等導入計画の申請書及び当該計画の認定
書の写し、工業会等による仕様書等証明書の写し
（リース会社が申告を行う場合：固定資産税軽減
計算書、リース契約書の写し）

適　用　条　項

法
第
３
４
９
条

の
３

第２項

第３項

第５項

第１項

本
法
附
則
第
１
５
条

先端設備等導入計画の申請書及び当該計画の認定
書の写し及び計画書の写し、投資計画に関する事
前確認書の写し、賃上げ方針を表明したことを証
する書類の写し
（リース会社が申告を行う場合：固定資産税軽減
計算書の写し、リース契約書の写し）

ガス事業用資産（一定の資産を除く） 経済産業局長の許可書の写し・仕様書等

第２項

第７項

第１号

第25項

期限なし
(R8.3.31までに取得したもの)

特定施設設置（使用、変更）届出書又は設置許可
証の写し・仕様書等

取得後３年度分
(R8.3.31までに取得したもの)

旧第４４項

先端設備等導入計画の申請書及び当該計画の認定
書の写し及び計画書の写し、投資計画に関する事
前確認書の写し
（リース会社が申告を行う場合：固定資産税軽減
計算書の写し、リース契約書の写し）
（雇用者給与支給額増加等事項記載の場合：賃上
げ方針を表明したことを証する書類の写し）

第４３項
注1

注1

注1

注1

注1
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